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2026年 5月 15日 

各 位 

会 社 名 丸  三  証  券  株  式  会  社 

      代表者名  代表取締役社長  菊地  稔 

 (コード番号 8613 東証プライム) 

問合せ先 執行役員企画部長  吉岡 一哉 

ＴＥＬ 03-3238-2301 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2026年 5月 15日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2026年 6

月 19日開催予定の第 106期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

１．変更理由 

（１）第 22条に定める代表取締役の人数の上限及び代表取締役の役割についての定め

を削除するとともに、役付取締役の内、会長、社長を取締役会長、取締役社長へ名

称変更し、副社長、専務取締役及び常務取締役を役付取締役から削除するものであ

ります。 

（２）会社法第 370条の定めに従い、必要が生じた場合に取締役会を開催せず、書面

又は電磁的記録により取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするため

の規定を、第 23条第 7項に追加するものであります。 

（３）改正履歴を和暦から西暦に変更するものであります。 

 

２．変更内容  

 変更の内容は次の通りであります。                          

下線部変更箇所 

現行 変更案 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 22 条 取締役会は、その決議により代表取

締役を定める。代表取締役は５名以内と

し、各自会社を代表し取締役会の決議に

従い業務を執行する。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 22 条 取締役会は、その決議により代表取

締役を定める。 
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現行 変更案 

   ② 取締役会は、その決議により会長及び

社長各１名、副社長、専務取締役及び常

務取締役各若干名を定めることができ

る。 

（取締役会） 

第 23 条  （略）  

（新 設） 

 

 

  

昭 １９． ３ ．２２  制定 

 

（略 （和暦） ） 

 

令  ７． ６ ．２０ 改正 

 

 

   ② 取締役会は、その決議により取締役会

長及び取締役社長各１名を定めることが

できる。 

 

（取締役会） 

第 23 条  （現行通り） 

⑦ 当会社は、会社法第 370 条の要件を充

たしたときは、取締役会の決議があった

ものとみなす。 

 

１９４４年 ３月２２日  制定 

 

（現行通り （西暦に変更） ） 

 

２０２５年  ６月２０日 改正 

２０２６年  ６月１９日 改正 

 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日    2026年 6月 19日 

  定款変更の効力発生日         2026年 6月 19日 

 

以 上 

 

 


